
 

 

 

 

  

 

 

しばらく FIRE 通信の発行をお休みさせていただいている間に法改正をされています、主な内容を報告します。 

2006 年の長崎県のグループホーム火災、2012 年の広島県福山市のホテル火災、2015 年福岡県の診療所火災、に加え

最近のグループホームや民泊の増加などを背景に、『特定防火対象物』の中で小規模な施設を『特定小規模施設』と 

分類を分けて、防火管理・消防検査・消火設備の設置を厳しくする代わりに、簡易なコストの安い消火設備の設置を

認めるようになってきています。 

（2008 年 特定小規模施設省令、2015、2016 年施行 消防法改正、FIRE2007.8, 2014.2,12 参照ください） 

2015 年 3 月に共同住宅等の中に『特定小規模施設』が入った場合の用途の確定方法について、下記の通り 

改正がされております。 

特定小規模施設（延床面積 300 ㎡未満） 

２項（二）＝カラオケボクス等            ５項（イ）＝旅館、ホテル、宿泊所等  

６項（イ）＝病院、診療所又は助産所※   

６項（ロ）＝認知症高齢者グループホーム、老人短期入所施設、特別養護老人ホーム等※ 

６項（ハ）＝老人ディサービス、小規模多機能型居宅介護施設、軽費老人ホーム 

※６項（イ）避難のために患者の介助が必要な病院・有床診療所及び 6 項（ロ）は全てにスプリンクラー設備が必要（裏頁ご参照下さい） 

改正前 「みなし従属」となり主たる用途となる 改正後 「みなし従属」とならず、 

特定小規模複合用途（16 項イ）となる 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

特定小規模複合用途の消火設備の設置について 

自動火災報知設備 スプリンクラー 非常電源 避難器具 誘導灯 特一階段 

改

正

前 

全てに設置しなけ

ればならない 

 

 

 

 

全てに設置しなけ

ればならない 

自家発電機等を 

設置必要 

下階に特防があり 

避難器具必要 

全てに設置しな

ければならない 

一動作の避難器具 

階段自火報感知器強化 

改

正

後 

特定小規模施設 

だけに設置※1 

 

 

 

 

特定小規模施設 

だけに設置※2 

非常電源専用受電

設備等で OK 

特定小規模施設 

なら避難器具不要 

特定小規模施設

には不要 

避難器具不要 

階段自火報感知器強化 

不要 

※1. 特定小規模施設用自動火災報知設備（無線式連動型のシステム）が使用可能 ※2.特定施設水道連結型スプリンクラー設備が使用可能 
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特特定定小小規規模模複複合合用用途途にに関関すするる法法改改正正  22001155 年年 33 月月    

主たる用途が 90％以上で、 

特定小規模施設（300 ㎡未満） 

の場合は、みなし従属となり、

用途は主たる用途となる。 

右の例では 15 項となる 

主たる用途が 90％以上で、 

特定小規模施設（300 ㎡未満）

の場合は、みなし従属となら

ず、用途は複合用途となる。 

右の例では 16 項イ となる 

このような形態の複合用途を 

特定小規模複合用途という 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定小規模施設等スプリンクラー設備の設置しなければならない物件が増えたために、水道を利用した特定水道型 

スプリンクラー設備などが使用できるようになりましたが、スプリンクラー設備に替えて設置できる自動消火設備な

ども使用できるようになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

移動式粉末消火設備等の加圧ガス容器の開放弁が硬くて開かないという事案が発生し、2016 年 6 月 1 日より 

加圧ガス容器の開放弁の開放点検が義務付けられました。この点検は、1 度実施すれば、その後は省略できる点検と

なり、弊社では、猶予期間の 2019 年 5 月末までに順次実施してまいります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

加加圧圧ガガスス容容器器のの開開放放点点検検    22001166 年年 66 月月    

パパッッケケーージジ型型自自動動消消火火設設備備    22001166 年年 11 月月    

パッケージ型自動消火設備Ⅱ型 

ハツタ エスピーアウルミニ 


